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１．統合協議会について
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1.統合協議会について

１．摂津市立鳥飼・鳥飼東小学校統合協議会の委員構成等

摂津市立鳥飼・鳥飼東小学校の統合に伴う諸課題について協議し、統合を円滑に推進す
るため、令和6年2月に摂津市立鳥飼・鳥飼東小学校統合協議会（以下、協議会）を設置し
ました。

2



２．通学関係について
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2.-1 通学バスの運行について

令和4年～5年度にかけて実施いたしました保護者アンケートや説明会時のご意見等を踏まえ、教育
委員会では、令和５年10月に策定いたしました「鳥飼地域における学校の適正規模・適正配置計画」
において、通学バスの運行についても検討することといたしました。

以下に統合協議会で検討いたしました通学バス運行の詳細についてお示しいたします。

【①対象の範囲と学年について】

鳥飼小学校から直線距離1.5km超（丁目単位）の全学年を対象にする方向で検討を進めます。
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通学バスの運行実施期間

2.-1 通学バスの運行について

【②実施期間について】

通学バスは、３年間運用した後に、実施状況に応じて見直しを検討します。

【③乗降場所について】

「鳥飼東小学校」と「仁和寺大橋高架下」の２か所について、通学バスの乗降場所として対
応できるか検討を進めます。また、遠方地域の巡回運行ができるか検討します。

R8年度 R9年度 R10年度

見直し検討

次期期間

イメージ写真

R11年度
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2.-1 通学バスの運行について

【④通学バスの運行（登校時）について】

次の３つのパターンで議論を進めています。乗車場所を複数にした場合と1か所にした場合でシ
ミュレーションをしています。

※鳥小⇒仁和寺大橋高架下
となります。

6



2.-1 通学バスの運行について

【⑤通学バスの運行（下校時）について】

⚫ 通常は、「5限便」、「6限便」、「学童保育便」をピストン運行する方向で検討を進
めます。

⚫ 一斉下校時については、運行体制や待機中の児童の対応も含めて、対策を検討します。

【⑥特定日のみ通学バスの利用しない児童への対応について】

⚫ 通学バスの利用申請時に、特定日のみ利用しないことができるよう書式等を検討し
ます。また、年度途中でもその都度利用申請の変更は可能とします。
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2.-2 通学時の安全対策について

【①通学バスの乗降管理について】

⚫ 乗降時にICカードのタッチを行い、学校と保護者（スマホで確認可）にリアルタイム
で乗降情報を伝達できるよう検討します。

⚫ 欠席連絡がなく、指定時刻便に乗車していない児童がいる場合は、学校から保護者へ
午前８時30分以降に確認連絡を行う対応を基本とします。

⚫ 降車確認については、運転手業務に含めることに加え、置き去り防止装置の車載を検
討します

（参考）ICカードによるスマホ確認画面イメージ
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2.-2 通学時の安全対策について

【②乗降時の補助、乗車補助員の配置について】

⚫ 交通事情等により通学バス到着が遅延する場合に備え、登校時のみ、乗車場所（鳥
飼東小）に乗車補助員を１名配置することを想定しています。

⚫ 乗車補助員への依頼内容については下記を想定しています。
・7時30分に鳥飼東小正門を開錠→バス到着・出発時の交通誘導
・バス到着遅延等がある場合は、現地で児童に伝達、対応を指示
・第２便出発後、8時30分まで待機、その後鳥飼東小正門を施錠

【③通学路について】

⚫ 交通量や安全面を考えて、右図の通学路を検討
しています。

⚫ 新たな通学路を設定するにあたって、安全に登
校できるように交通専従員の配置やグリーンベ
ルトの明示等の支援を検討します。

⚫ 鳥飼東校区においては事業所が多くあり、ト
ラック等の大型車両が通行する特性があること
から、大阪高槻線及び八尾茨木線の広い歩道を
通学することを基本的な考え方として検討を進
めております。
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3．学校年間行事、統合までの両校の
取組について



3.-1 学校年間行事について

【年間行事について】

鳥飼小学校と鳥飼東小学校の学校行事を整理し、統合後の学校行事について次の通り検討しています。
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3.-2 統合までの両校の取組について

【こどもが自治する学級・学校づくり】

本市第五中学校区（鳥飼小学校・鳥飼東小学校・第五中学校）が国の「こどもの発達を
支える生徒指導に関する調査研究事業」のモデル校区として採択され、魅力ある学校づく
りに取り組んでおります。

チーム別でダンス練習をする様子

チーム別で検討したダンスに関するメモをタブレットで共有

・『こどもが自治する学級・学校づくり』を進めるために、学級・学校をより良くするためにどうす
ればよいか、子どもたちが主体的に話し合う「学級活動」を充実させます。

・子どもたちが安全・安心に学習することができる環境づくりを教職員が主体となって進め、子ども
同士の絆が深まる仕掛けづくりを日々の授業の中でも行っていきます。 12



13

４．学童保育の実施体制について



鳥飼東
1クラス
38人

鳥飼
1クラス
34人

鳥飼・鳥飼東
2クラス

鳥飼東
1クラス

鳥飼
1クラス

鳥飼・鳥飼東
2クラス

鳥飼・鳥飼東
2クラス

A案 鳥飼小学校で実施 B案 鳥飼東小学校で実
施

C案 それぞれの小学校で実施 D案 別用地で実施

●学童保育室の状況（令和６年４月始、１～４年生）
鳥飼学童保育室 １クラス 入室児童34人
鳥飼東学童保育室 １クラス 入室児童38人

～令和７年度

令和８年度～

令和８年４月１日 鳥飼小・鳥飼東小統合

・保育室の確保（１クラスの増室が必要）
・下校（特に、鳥飼東小校区の児童）

・校舎の利用が必要（学童専用棟は１クラ
ス）
・鳥飼東小跡地活用との関係
・鳥小⇒鳥東小への異動（全児童）

・鳥飼東小跡地活用との関係
・鳥小⇒鳥東小への異動（鳥飼東小校区の児
童）
・校区ごとの児童の分離

・運営場所の確保
・鳥小⇒運営場所への異動（全児
童）

【鳥飼小】【鳥飼小】 【鳥飼東小】

【鳥飼東小】

【別用地】
検
討
課
題

3. 学童保育の実施体制について

【学童保育の実施場所について】

統合後は、２クラスの確保が必要です。鳥飼小で保育室を２室に増設して実施する方向で検討を進
めています。



3. 学童保育の実施体制について

【学童保育からの帰宅時対応について】

⚫ 通常保育については、スクールバスを活用して鳥飼東小学校まで送迎する。

⚫ 延長保育等については、保護者の送迎となるため、駐車スペースを仁和寺大橋高架
下に設置する。

【学童保育教室について】

⚫ 鳥飼小学校１Fにある現・学童保育室の隣の校務員作業室を学童保育室に改修して転
用する方向で検討している。
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5．今後のスケジュール（案）



5.今後のスケジュール（案）
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